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衆
議
院
議
員
塩
川
鉄
也
君
提
出
内
閣
官
房
報
償
費
（
機
密
費
）
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
度
に
平
野
博
文
内
閣
官
房
長
官
へ
支
出
さ
れ
た
内
閣
官
房
報
償
費
の
未
使
用
額
は
、
千
六
百
二
十
一
万
九

千
八
十
二
円
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
二
十
六
日
に
国
庫
に
返
納
す
る
手
続
が
行
わ
れ
た
。

な
お
、
こ
の
ほ
か
に
、
平
野
博
文
内
閣
官
房
長
官
か
ら
の
請
求
が
な
く
未
執
行
と
な
っ
た
内
閣
官
房
報
償
費
が
、
二
千
二

十
一
万
千
円
あ
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

内
閣
官
房
報
償
費
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
扱
責
任
者
で
あ
る
内
閣
官
房
長
官
が
、
責
任
を
持
っ
て
こ
れ
を
執
行
し
、
そ
の

使
途
等
を
検
証
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
内
閣
官
房
報
償
費
の
使
途
等
の
開
示
の
範
囲
を
含
め
、
内
閣
官
房
報

償
費
の
透
明
性
の
確
保
を
図
る
方
策
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
年
度
一
年
間
を
通
じ
て
内
閣
官
房
報
償
費
を
執
行
す
る
中
で

検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

五
及
び
六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
点
も
含
め
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
内
閣
衆
質
一
七
四
第
五
三
号
）
一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い

一



て
で
述
べ
た
こ
と
以
上
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
報
償
費
と
い
う
経
費
の
性
質
上
、
ま
た
、
過
去
の
政
権
下
で
行
わ
れ
て
き
た

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二


